
   第12節 教職課程 

第64条 本大学に，教職課程を置く。 

２ 中学校及び高等学校の教育職員の免許状を必要とする者は，教育職員免許法（昭

和24年法律第147号）及び同法施行規則に基づき，本大学に設置する教職課程につい

て，所定の単位を修得しなければならない。 

３ 教科及び教職に関する科目（各教科の指導法に関する科目，教諭の教育の基礎的

理解に関する科目等）は，次のとおりである。 

授 業 科 目 単位数 
必 修

単位数 

選 択

単位数 
履 修 方 法 備 考 

    

必修を含め，中学校36

単位以上，高等学校28

単位以上を履修しなけ

ればならない。ただし，

高等学校（英語）は32

単位以上を履修しなけ

ればならない。 

 

国 語 科 教 育 法 Ⅰ 2 2  各教科教育法について

は，当該の1教科教育法

を必修するものとする。 

 

国 語 科 教 育 法 Ⅱ 2 2   

国 語 科 教 育 法 Ⅲ 2  2 各教科教育法Ⅲ・Ⅳは，

中学校に必修。 

ただし，中学校（社会）

の場合は，社会科・地理

歴史科教育法Ⅰ，社会

科・地理歴史科教育法

Ⅱ，社会科・公民科教育

法Ⅰ及び社会科・公民科

教育法Ⅱを必修とする。 

また，高等学校（地理歴

史）の場合は，社会科・

地理歴史科教育法Ⅰ及

び社会科・地理歴史科教

育法Ⅱを必修とする。 

また，高等学校（公民）

の場合は，社会科・公民

科 教 育 法 Ⅰ 及 び 社 会

科・公民科教育法Ⅱを必

修とする。 

 

国 語 科 教 育 法 Ⅳ 2  2  

社会科・地理歴史科教育法Ⅰ 2  2  

社会科・地理歴史科教育法Ⅱ 2  2  

社会科・公民科教育法Ⅰ 2  2  

社会科・公民科教育法Ⅱ 2  2  

数 学 科 教 育 法 Ⅰ 2 2   

数 学 科 教 育 法 Ⅱ 2 2   

数 学 科 教 育 法 Ⅲ 2  2  

数 学 科 教 育 法 Ⅳ 2  2  

理 科 教 育 法 Ⅰ 2 2   

理 科 教 育 法 Ⅱ 2 2   

理 科 教 育 法 Ⅲ 2  2   

理 科 教 育 法 Ⅳ 2  2   

音 楽 科 教 育 法 Ⅰ 2 2    



音 楽 科 教 育 法 Ⅱ 2 2    

音 楽 科 教 育 法 Ⅲ 2  2   

音 楽 科 教 育 法 Ⅳ 2  2   

美 術 科 教 育 法 Ⅰ 2 2    

美 術 科 教 育 法 Ⅱ 2 2    

美 術 科 教 育 法 Ⅲ 2  2   

美 術 科 教 育 法 Ⅳ 2  2   

保健体育科教育法Ⅰ 2 2    

保健体育科教育法Ⅱ 2 2    

保健体育科教育法Ⅲ 2  2   

保健体育科教育法Ⅳ 2  2   

英 語 科 教 育 法 Ⅰ 2 2    

英 語 科 教 育 法 Ⅱ 2 2    

英 語 科 教 育 法 Ⅲ 2 2    

英 語 科 教 育 法 Ⅳ 2 2    

中 国 語 科 教 育 法 Ⅰ 2 2    

中 国 語 科 教 育 法 Ⅱ 2 2    

中 国 語 科 教 育 法 Ⅲ 2  2   

中 国 語 科 教 育 法 Ⅳ 2  2   

ドイツ語科教育法Ⅰ 2 2    

ドイツ語科教育法Ⅱ 2 2    

ドイツ語科教育法Ⅲ 2  2   

ドイツ語科教育法Ⅳ 2  2   

宗 教 科 教 育 法 Ⅰ 2 2    

宗 教 科 教 育 法 Ⅱ 2 2    

宗 教 科 教 育 法 Ⅲ 2  2   

宗 教 科 教 育 法 Ⅳ 2  2   

技 術 科 教 育 法 Ⅰ 2 2    

技 術 科 教 育 法 Ⅱ 2 2    

技 術 科 教 育 法 Ⅲ 2 2    



技 術 科 教 育 法 Ⅳ 2 2    

工 芸 科 教 育 法 Ⅰ 2 2    

工 芸 科 教 育 法 Ⅱ 2 2    

書 道 科 教 育 法 Ⅰ 2 2    

書 道 科 教 育 法 Ⅱ 2 2    

情 報 科 教 育 法 Ⅰ 2 2    

情 報 科 教 育 法 Ⅱ 2 2    

農 業 科 教 育 法 Ⅰ 2 2    

農 業 科 教 育 法 Ⅱ 2 2    

工 業 科 教 育 法 Ⅰ 2 2    

工 業 科 教 育 法 Ⅱ 2 2    

商 業 科 教 育 法 Ⅰ 2 2    

商 業 科 教 育 法 Ⅱ 2 2    

水 産 科 教 育 法 Ⅰ 2 2    

水 産 科 教 育 法 Ⅱ 2 2    

教 育 原 論 2  2 
1科目選択必修 

 

教 育 の 理 念 と 歴 史 2  2  

現 代 教 職 論 2 2    

教 育 制 度 論 2  2 
 1科目選択必修 

 

教 育 の 社 会 学 2  2  

発 達 と 学 習 2  2 
 1科目選択必修 

 

教 育 心 理 学 2  2  

特 別 支 援 教 育 概 論 1 1    

教 育 課 程 論 2 2    

道 徳 教 育 の 理 論 と 方 法 ※ 2  2  中学校必修 ※高等学校

は，「大学が

独自に設定

する科目」の

選択科目。 

特別活動・総合的な学習の時間の指導法 2 2   

教育の方法・技術論 2  2 
 1科目選択必修 

教 授 学 習 論 2  2  

教 育 と メ デ ィ ア 2  2   

生徒指導・進路指導論 2 2    



教 育 相 談 2 2    

教 育 実 習 Ⅰ 4  4  1科目選択必修。 

 ただし，中学校は教育

実習Ⅰ必修。 

 

教 育 実 習 Ⅱ 2  2  

教育実習事前・事後指導 1 1    

教職実践演習（中・高） 2 2    

第65条 本大学の学部において，取得できる中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭

一種免許状の免許教科の種類は，次の表に掲げるとおりとする。 

 第一部 

学 部 名 学 科 名 

免許教科の種類 

中 学 校 

一種免許状 

高 等 学 校 
一種免許状 

法 学 部 

法 律 学 科 社会 地理歴史 公民 

政 治 経 済 学 科 社会 地理歴史 公民 

新 聞 学 科 社会 地理歴史 公民 

経 営 法 学 科 社会 公民 

公 共 政 策 学 科 社会 地理歴史 公民 

 

哲 学 科 社会 宗教 公民 宗教 

史 学 科 社会 地理歴史 

国 文 学 科 国語 国語 書道 

中国語中国文化学科 国語 中国語 国語 中国語 

英 文 学 科 英語 英語 

ド イ ツ 文 学 科 ドイツ語 ドイツ語 

社 会 学 科 社会 公民 

教 育 学 科 社会 公民 

体 育 学 科 保健体育 保健体育 

文 理 学 部 地 理 学 科 社会 理科 地理歴史 理科 

地 球 科 学 科 理科 理科 

数 学 科 数学 数学 

情 報 科 学 科 数学 数学 情報 

物 理 学 科 理科 理科 

生 命 科 学 科 理科 理科 

化 学 科 理科 理科 



経 済 学 部 
経 済 学 科 社会 地理歴史 公民 商業 

産 業 経 営 学 科 社会 公民 商業 

商 学 部 

商 業 学 科  商業 

経 営 学 科  商業 

会 計 学 科  商業 

芸 術 学 部 

美 術 学 科 美術 美術 工芸 

音 楽 学 科 音楽 音楽 

文 芸 学 科 国語 国語 

デ ザ イ ン 学 科 美術 美術 工芸 

国 際 関 係

学 部 
国 際 教 養 学 科 英語 英語 

理 工 学 部 

土 木 工 学 科 数学 理科 技術 数学 理科 工業 

交通システム工学科 数学 理科 技術 数学 理科 工業 

建 築 学 科 数学 理科 技術 数学 理科 工業 

海 洋 建 築 工 学 科 技術 工業 

ま ち づ く り 工 学 科  工業 

機 械 工 学 科 数学 理科 技術 数学 理科 工業 

精 密 機 械 工 学 科 数学 理科 技術 数学 理科 工業 

航 空 宇 宙 工 学 科 技術 工業 

電 気 工 学 科 数学 理科 技術 数学 理科 情報 工業 

電 子 工 学 科 技術 情報 工業 

応 用 情 報 工 学 科 数学 数学 情報 

物 質 応 用 化 学 科 理科 技術 理科 工業 

物 理 学 科 数学 理科 数学 理科 情報 

数 学 科 数学 数学 情報 

 

機 械 工 学 科 理科 理科 工業 

電 気 電 子 工 学 科 理科 理科 工業 

土 木 工 学 科 理科 理科 工業 

建 築 工 学 科 理科 理科 工業 

生産工学部 応 用 分 子 化 学 科 理科 理科 工業 

マネジメント工学科  工業 

数 理 情 報 工 学 科 数学 数学 情報 

環 境 安 全 工 学 科 理科 理科 工業 



 創 生 デ ザ イ ン 学 科 理科 理科 工業 

工 学 部 

土 木 工 学 科 技術 工業 

建 築 学 科 技術 工業 

機 械 工 学 科 技術 工業 

電 気 電 子 工 学 科 技術 情報 工業 

生 命 応 用 化 学 科 理科 理科 

情 報 工 学 科 数学 数学 情報 

生物資源科

学 部 

生 命 農 学 科 理科 理科 農業 

生 命 化 学 科 理科 理科 農業 

獣 医 学 科 理科 理科 

動 物 資 源 科 学 科 理科 理科 農業 

食 品 ビ ジ ネ ス 学 科 社会 公民 農業 

森 林 資 源 科 学 科 理科 理科 農業 

海洋生物資源科学科 理科 理科 水産 

生 物 環 境 工 学 科 理科 理科 

食 品 生 命 学 科 理科 理科 

国 際 地 域 開 発 学 科 社会 公民 農業 

応 用 生 物 科 学 科 理科 理科 

 第二部 

法 学 部 法 律 学 科 社会 地理歴史 公民 

第66条 前条の免許状は，所属学部によってその授業科目を限定されることなく，所

定の単位の修得によってこれを授与されるものとする。 

第67条 所定の単位の修得によって，２種以上の免許状を受けることができる。この

場合，同一授業科目についての修得単位は相互の流用が認められる。 

第68条 授業科目の種類によっては，教職課程によって修得した単位の若干を，学部

において修得すべき単位数の中に含めることができる。 

第69条 本大学に，２年以上在学して所定の単位を修得した者には，中学校教諭二種

免許状が授与される。 

第70条 本大学に，４年以上在学して学士の学位を有し，所定の単位を修得した者に

は，基礎資格及び修得単位に応じて中学校教諭一種免許状，高等学校教諭一種免許

状が授与される。 



第71条 （削除） 

第72条 本大学大学院に，２年以上在学して修士の学位を有し，所定の単位を修得し

た者には，中学校教諭専修免許状及び高等学校教諭専修免許状が授与される。 

２ 本大学大学院において，取得できる中学校教諭専修免許状及び高等学校教諭専修

免許状の免許教科の種類は，次の表に掲げるとおりとする。 

研 究 科 名 専 攻 名 

免許教科の種類 

中 学 校 

専修免許状 

高 等 学 校 

専修免許状 

法学研究科 

公 法 学 専 攻 社会 公民 

私 法 学 専 攻 社会 公民 

政 治 学 専 攻 社会 公民 

新 聞 学

研 究 科 
新 聞 学 専 攻 社会 公民 

文学研究科 

哲 学 専 攻 社会 公民 

史 学 専 攻 社会 地理歴史 

国 文 学 専 攻 国語 国語 

中 国 学 専 攻 国語 国語 

英 文 学 専 攻 英語 英語 

ド イ ツ 文 学 専 攻 ドイツ語 ドイツ語 

社 会 学 専 攻 社会 公民 

教 育 学 専 攻 社会 保健体育 公民 保健体育 

総合基礎科

学 研 究 科 

地球情報数理科学専攻 数学 理科 数学 理科 情報 

相 関 理 化 学 専 攻 理科 理科 

経 済 学

研 究 科 
経 済 学 専 攻 社会 公民 商業 

商学研究科 

商 学 専 攻  商業 

経 営 学 専 攻  商業 

会 計 学 専 攻  商業 

芸 術 学

研 究 科 

文 芸 学 専 攻 国語 国語 

造 形 芸 術 専 攻 美術 美術 工芸 

音 楽 芸 術 専 攻 音楽 音楽 

 
土 木 工 学 専 攻  工業 

交通システム工学専攻  工業 



 

建 築 学 専 攻  工業 

海 洋 建 築 工 学 専 攻  工業 

機 械 工 学 専 攻 技術 工業 

精 密 機 械 工 学 専 攻 技術 工業 

航 空 宇 宙 工 学 専 攻 技術 工業 

理 工 学

研 究 科 
電 気 工 学 専 攻 技術 工業 

電 子 工 学 専 攻 技術 情報 工業 

情 報 科 学 専 攻  情報 

物 質 応 用 化 学 専 攻 理科 理科 工業 

物 理 学 専 攻 理科 理科 

数 学 専 攻 数学 数学 

地 理 学 専 攻 理科 社会 理科 地理歴史 

量 子 理 工 学 専 攻 理科 理科 

生 産 工 学

研 究 科 

機 械 工 学 専 攻 理科 理科 

電 気 電 子 工 学 専 攻 理科 理科 

土 木 工 学 専 攻  工業 

建 築 工 学 専 攻  工業 

応 用 分 子 化 学 専 攻 理科 理科 

マネジメント工学専攻  工業 

数 理 情 報 工 学 専 攻 数学 数学 

工学研究科 

土 木 工 学 専 攻  工業 

建 築 学 専 攻  工業 

機 械 工 学 専 攻 技術 工業 

電 気 電 子 工 学 専 攻 技術 工業 

生 命 応 用 化 学 専 攻 理科 理科 

情 報 工 学 専 攻 数学 数学 

生物資源科

学 研 究 科 

生物資源生産科学専攻 理科 理科 

生物資源利用科学専攻 理科 理科 

応 用 生 命 科 学 専 攻 理科 理科 

生 物 環 境 科 学 専 攻 理科 理科 

生物資源経済学専攻 社会 公民 

第73条 （削除） 



   第13節 通信教育 

第74条 本大学に，通信教育の課程を置く。 

２ 通信教育に関する規程は，別に定める。 

   第14節 賞罰 

第75条 人物及び学業成績が優秀な者には，授賞することがある。 

２ 授賞に関する規定は，別に定める。 

第76条 学生が本大学の規則・命令に背き若しくは大学の秩序を乱し，又は学生とし

ての本分に反する行為があった場合にはその情状によって懲戒を行うことがある。 

第77条 懲戒は，退学・停学及び訓告の３種とする。 

２ 前項の退学は，次の各号のいずれかに該当する者について行う。 

 ① 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

 ② 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

 ③ 正当の理由がなくて出席常でない者 

 ④ 大学の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した者 

３ 停学とは，一定期間，授業の受講及び施設設備の利用等を禁止し，その他の課外

活動等についても禁止することをいう。 

４ 訓告とは，文書で戒めることをいう。 

５ 懲戒の手続に関する規定は，別に定める。 

   第15節 寄宿舎 

第78条 寄宿舎に関する規定は，別に定める。 
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